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改定年月の変更 

第 1 章 共通事項  

（工事費内訳書における単価及び価格） 

２．  工事費内訳書に計上する単価及び価格は原則として下記による。 

なお、山間へき地等の地理・気象条件が特異な場合や社会・経済動向に著しい変化が

認められる場合等においては、実情に応じた適切な単価及び価格を用いる。 

（１）単価及び価格の算定については次による。 

【 省  略 】 

ハ．市場単価 

市場単価は、元請業者と下請の専門工事業者間の取引についての調査結果に基づ

く、単位施工当たりの価格であり、材料費、労務費、機械器具費等（専門工事業者の

諸経費を含む。）によって構成される。 

物価資料の掲載価格等によることを基本とするが、工事場所が掲載都市ではなく、

他に適切な単価がない場合は、工事場所を包括する地区を代表する都市の単価を準用

することができる。 

ニ．単位施工単価 

単位施工単価は、複合単価の算定方法と元請業者と下請の専門工事業者間の取引に

ついての調査結果を組み合わせることにより求められる価格であり、市場における取

引実態を反映しつつも、単位施工当たりに必要とされる標準的な材料費、労務費等の

内訳を把握できるようにした単価である。 

細目工種を代表する規格・仕様の単位施工単価（以下「ベース単価」という。）は、

ロ．複合単価の算定方法により算定する。 

それ以外の規格・仕様の単位施工単価（以下「シフト単価」という。）は、ベース単

価との乖離を、元請業者と下請の専門工事業者間の取引の調査結果に基づき、次に示

すとおり調整して算定する。 

（工事費内訳書における単価及び価格） 

２．  工事費内訳書に計上する単価及び価格は原則として下記による。 

なお、山間へき地等の地理・気象条件が特異な場合や社会・経済動向に著しい変化が

認められる場合等においては、実情に応じた適切な単価及び価格を用いる。 

（１）単価及び価格の算定については次による。 

【 省  略 】 

ハ．市場単価 

市場単価は、元請業者と下請の専門工事業者間の契約に基づき調査された単位施工

当たりの取引価格であり、物価資料に掲載された「建築工事市場単価」による。また、

市場単価は材料費、労務費、機械経費等（専門工事業者の諸経費を含む。）によって構

成されるが、その掲載条件が一部異なる場合の単価については、類似の市場単価を適

切に補正して算定することができる。 

 

 

 

 

 

【 追  加 】 
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                シフト単価の細目工種の取引調査結果に 

                   基づく単位施工当たりの価格 
シフト単価 ＝ ベース単価 ×———————————————————— 
                ベース単価の細目工種の取引調査結果に 

                   基づく単位施工当たりの価格 

ベース単価は、工事場所の材料単価、労務単価を用いて算定することを基本とする。

シフト単価は物価資料の掲載価格等によることを基本とするが、工事場所が掲載都市

ではなく、他に適切な単価がない場合は、工事場所を包括する地区を代表する都市の

単価を準用して調整することにより、その単価を算定することができる。 

ホ．上記以外の単価及び価格 

上記以外の単価及び価格は、物価資料の掲載価格又は製造業者・専門工事業者の見

積価格等（下請経費を含む。）を参考に定める。 

【 省  略 】 

（３）単価及び価格の適用 

【 省  略 】 

・材料価格等の採用にあたっては、数量の多寡や仕様・規格の違い等、各々の工事におけ

る特殊性を考慮する。 

・市場単価において、規格・仕様が各編記載の細目工種の摘要と一部異なる場合は、類似

の市場単価を適切に補正してその単価を算出することができる。 

・単位施工単位において、規格・仕様が各編記載の細目工種の摘要と一部異なる場合は、

類似の単位施工単価を適切に補正してその単価を算出することができる。 

・製造業者又は専門工事業者に見積書の提出を求める場合は「さいたま市公共建築工事

見積徴取事務処理要領」に基づき徴取し、「見積比較表」にまとめ保管すること。 

なお、単価及び価格を採用するにあたっては、実際の取引状況を精査し、必要に応じ

て補正を行い採用する。 

 

 

 

 

【 追  加 】 

 

 

 

ニ．上記以外の単価及び価格 

上記以外の単価及び価格は、物価資料の掲載価格又は製造業者・専門工事業者の見

積価格等（下請経費を含む。）を参考に定める。 

【 省  略 】 

（３）単価及び価格の適用 

【 省  略 】 

・材料価格等の採用にあたっては、数量の多寡や仕様・規格の違い等、各々の工事におけ

る特殊性を考慮する。 

 

【 追  加 】 

 

 

・製造業者又は専門工事業者に見積書の提出を求める場合は「さいたま市公共建築工事

見積徴取事務処理要領」に基づき徴取し、「見積比較表」にまとめ保管すること。 

なお、単価及び価格を採用するにあたっては、実際の取引状況を精査し、必要に応じ

て補正を行い採用する。 

（改修工事の分類） 

４．  改修工事は、執務状態、部位、方法等により、分類できる。 

【 省  略 】 

（改修工事の分類） 

４．  改修工事は、執務状態、部位、方法等により、分類できる。 

【 省  略 】 
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（２）執務状態の区分 

改修工事は、工事期間における建物内の執務状況により、全館無人改修及び執務並行

改修に積算上区分することができる。 

イ．全館無人改修：仮庁舎等が準備されている等、改修する建物全館が無人（執務者

がいない）の状態で行う改修工事をいう。 

ロ．執務並行改修：建物に執務者がいる状態で行う改修工事をいい、施工場所と執務

中の場所が区画されている状態の工事も含まれる。また、増築工

事においても既存建物と取り合う部分の改修工事については、既

存建物の執務者の有無の状態により分類する。 

（２）執務状態の区分 

改修工事は、工事期間における建物内の執務状況により、全館無人改修及び執務並行

改修に積算上区分することができる。 

イ．全館無人改修：仮庁舎等が準備されている等、改修する建物全館が無人（執務者

がいない）の状態で行う改修工事をいう。 

ロ．執務並行改修：建物に執務者がいる状態で行う改修工事をいい、施工場所と執務

中の場所が区画されている状態の工事も含まれる。また、増築工

事においても既存建物と取り合う部分の改修工事については、既

存建物の執務者の有無の状態により分類する。 

なお、執務並行改修の場合は、施工者が執務環境に配慮等しなが

ら施工を行うことを前提として単価の補正を行う。 

（改修工事における労務の所要量の割増し、単価の補正） 

５．改修工事の積算に用いる単価の適用は下記による。 

（１）全館無人改修の場合は、２．（１）ロ．ハ．ニ．に定められた複合単価、市場単価、

補正市場単価、単位施工単価を使用する。改修を理由とした労務の所要量の割増し、単

価の補正は行わない。 

（２）執務並行改修の場合は、施工業者が執務者に配慮等しながら施工を行う事を前提とし

て、別表－１、別表－２及び別表－３のとおり、工種に応じて、複合単価、単位施工単

価、補正単位施工単価については、労務の所要量の割増しを行い、市場単価及び補正市

場単価は改修補正率を乗ずる。 

著しく作業効率が悪い場合においては、別表－１、別表－２及び別表－３によらず、

実情を考慮して、労務の所要量の割増し、単価の補正を行う。 

単位施工単価については、ベース単価は複合単価の方法により算定することとなって

おり、この複合単価に含まれる労務の所要量の割増しを行う。シフト単価については、

物価資料の掲載価格をもとに以下の式により算定する。 

（改修工事の積算に用いる単価の適用） 

５． 全館無人改修の場合は基準単価とし、執務並行改修の場合は別表－１～３により、基

準単価又は基準補正単価とすることを標準とする。 

なお、基準単価及び基準補正単価は次による。（表１－６） 

（１）基準単価 

２．（１）ロ．の複合単価並びに２．（１）ハ．の市場単価及び補正市場単価 

（２）基準補正単価 

イ．建築工事については、２．（１）ロ．の複合単価は労務の所要量の１５％増しを

標準とする。また、２．（１）ハ．の市場単価及び補正市場単価においては、別表

－１による改修補正率を標準として算定する。 

ロ．電気設備工事については、２．（１）ロ．の複合単価は労務の所要量の２０％増

しを標準とする。また、２．（１）ハ．の市場単価及び補正市場単価においては、

別表－２による改修補正率を標準として算定する。 

ハ．機械設備工事については、２．（１）ロ．の複合単価は労務の所要量の２０％増

しを標準とする。また、２．（１）ハ．の市場単価及び補正市場単価においては、

別表－３による改修補正率を標準として算定する。 
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二．著しく作業効率が悪い場合においては実状を考慮し労務費等を補正する。 

 

（時間外、深夜及び休日の労働についての労務単価） 

８．  時間外、深夜及び休日の労働についての労務単価の取扱いについては以下による。 

【 省  略 】 

（２）時間外及び深夜の労働は、施工時期・施工時間が制限され、割増賃金を見込む必要が

設計図書に明示された場合に、労務費を下記により算定する。ただし、時間外の労働

は、変形労働時間制等を考慮し、実状に応じて積算する。 

 

労務費（総額）＝労務単価＋労務単価×Ｋ×割増すべき時間数 

 

ただし、Ｋ（割増賃金係数）＝割増対象賃金比×１／８×割増係数とする。 

なお、Ｋ（割増賃金係数）は当該年度の「公共工事設計労務単価表（農林水産省・国

土交通省）」の「割増対象賃金比及び１時間当り割増賃金係数」による。 

また、市場単価及び単位施工単価の細目工種において、時間外及び深夜の労働につい

て割増賃金を見込む必要がある場合は、割増賃金に相当する割増し率を算出し市場単価

（時間外、深夜及び休日の労働についての労務単価） 

８．  時間外、深夜及び休日の労働についての労務単価の取扱いについては以下による。 

【 省  略 】 

（２）時間外及び深夜の労働は、施工時期・施工時間が制限され、割増賃金を見込む必要が

設計図書に明示された場合に、労務費を下記により算定する。ただし、時間外の労働

は、変形労働時間制等を考慮し、実状に応じて積算する。 

 

労務費（総額）＝労務単価＋労務単価×Ｋ×割増すべき時間数 

 

ただし、Ｋ（割増賃金係数）＝割増対象賃金比×１／８×割増係数とする。 

なお、Ｋ（割増賃金係数）は当該年度の「公共工事設計労務単価表（農林水産省・国

土交通省）」の「割増対象賃金比及び１時間当り割増賃金係数」による。 

また、市場単価の細目工種において、時間外及び深夜の労働について割増賃金を見込

む必要がある場合は、割増賃金に相当する割増し率を算出し市場単価を補正する。 
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及び単位施工単価を補正する。 

（３）休日の労働は、緊急時等、やむを得ず法定休日に作業を行い、割増賃金を見込む必要

が設計図書に明示された場合に、労務費を下記により算定する。 

なお、法定休日とは、使用者の定める週一回以上、もしくは４週間のうちに４日以上

の休日とする。（労働基準法 第３５条） 

 

労務費（総額）＝労務単価×Ｋ×割増すべき時間数 

 

なお、Ｋ（割増賃金係数）の取扱いは（２）による。 

また、市場単価及び単位施工単価の細目工種において、休日の労働について割増賃金

を見込む必要がある場合は、割増賃金に相当する割増し率を算定し市場単価及び単位施

工単価を補正する。 

ただし、緊急時等、やむを得ない場合に該当しない法定休日に作業を行い、別の日を

振替休日とした場合は適用しない。 

 

（３）休日の労働は、緊急時等、やむを得ず法定休日に作業を行い、割増賃金を見込む必要

が設計図書に明示された場合に、労務費を下記により算定する。 

なお、法定休日とは、使用者の定める週一回以上、もしくは４週間のうちに４日以上

の休日とする。（労働基準法 第３５条） 

 

労務費（総額）＝労務単価×Ｋ×割増すべき時間数 

 

なお、Ｋ（割増賃金係数）の取扱いは（２）による。 

また、市場単価の細目工種において、休日の労働について割増賃金を見込む必要があ

る場合は、割増賃金に相当する割増し率を算定し市場単価を補正する。 

ただし、緊急時等、やむを得ない場合に該当しない法定休日に作業を行い、別の日を

振替休日とした場合は適用しない。 

附 則 

（施行期日） 

第１ この基準は、令和８年２月１日から施行する。 

（従前の基準類の取り扱い） 

第２ 施行日以前に公告された案件については、従前の例による。 

 附則の追加 
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